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※ 登録型派遣の場合 
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労働者派遣事業に係る手続きの流れ 

①  

② 
③ ④ ⑤ 

⑥ ⑦ ⑧ 

⑨ 

・本冊子では、問合せが多い項目や注意が必要な取扱いについて、必要な書類や留意事項を
まとめています。 

 
・詳細内容については、対応する番号を確認してください。 
 
労働者派遣法に関する事項について、｢★｣印は法定事項、｢☆｣は該当する場合に必要な項
目となります。 
 

・掲載している内容以外にも、法定事項があります。詳細内容については、労働者派遣法を
必ずご確認ください。 

 ※労働者派遣法：法、労働者派遣法施行規則：規則、派遣元指針：指針 

本冊子の使い方 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・
派
遣
先
管
理
台
帳 

・
派
遣
先
責
任
者
の
責
務 

・
事
業
所
単
位
の
期
間
制
限 

延
長 

(

過
半
数
労
働
者
の
意
見
聴
取) 

・
派
遣
元
管
理
台
帳 

・
派
遣
元
責
任
者
の
責
務 

 

派
遣
労
働
者
の
就
労

状
況
の
通
知 

 

派
遣
可
能
期
間
を
延

長
し
た
通
知 

 

派
遣
先
へ
の
直
接
雇

用
依
頼 

労
働
者
派
遣
の
開
始 

 

就
労
管
理
・
指
揮
命
令 

・
段
階
的
か
つ
体
系
的
な 

教
育
訓
練
の
計
画 

 

雇
用
安
定
措
置 

 

雇
用
管
理 

⑪ 
⑫
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⑩ ⑬ 

派遣事業に関する主な書類 

離職後１年以内の労働者派遣の受入禁止に該当する場合の派遣元への通知 ⑭ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

☆ 

公表する項目 
・訓練種別 
・対象労働者 
・賃金支給の有無 
・派遣労働者の費 
用負担の有無 

前年度実績、福利
厚生等派遣元事業
主の選択に役立つ
と思われる内容は
積極的に情報公開
することが望まし
い。 

☆ 

☆ 

マージン率等の情報提供については、常時インターネットによる公開することが原則となります。 
自社のHPや「人材サービス総合サイト」をご活用ください。 

①  

【参考条文】法第 23 条第 5 項、規則第 18 条の 2第 3 項、指針第 2の 16 



 

  

②  

★ 

② 

【参考条文】法第 30 条の 3、法第 30 条の 4 



 

  

★ 

② 

【参考条文】法第 30 条の 3、法第 30 条の 4 



 

② 

【参考条文】法第 30 条の 3、法第 30 条の 4 



 

  

② 

【参考条文】法第 30 条の 3、法第 30 条の 4 



 

  

★ 

② 

【参考条文】法第 30 条の 3、法第 30 条の 4 



 

 

  

② 

【参考条文】法第 30 条の 3、法第 30 条の 4 



 

  

★ 

★ 

② 

【参考条文】法第 30 条の 3、法第 30 条の 4 



 

  

② 

【参考条文】法第 30 条の 3、法第 30 条の 4 

過半数労働者が適切に選任され
ていない場合、労使協定が無効
となります。 



 

  

② 

【参考条文】法第 30 条の 3、法第 30 条の 4 



 

  

② 

【参考条文】法第 30 条の 3、法第 30 条の 4 



 

  

② 

【参考条文】法第 30 条の 3、法第 30 条の 4 



 

  

② 

【参考条文】法第 30 条の 3、法第 30 条の 4 



 

  

② 

【参考条文】法第 30 条の 3、法第 30 条の 4 



 

★ 

③ 

【参考条文】法第 26 条第 4 項第 5 項、法第 40条の 2 



 

★ 

★ 

派遣先の労働者が利用する福利
厚生施設（給食施設、休憩室、更
衣室）ない場合は、その旨。 

｢派遣先均等・均衡方式｣｢労使協
定方式｣いずれの場合でも、原則
派遣契約の都度待遇に関する情
報提供が必要。 

④ 

【参考条文】法第 26 条第 7 項、第 9 項 



 

★ 

★ 

★ 

～比較対象労働者の選定～ 
次の①～⑥の優先順位により｢比較対象労働者｣を選定し
ます。 
 
① ｢職務の内容※｣と｢職務の内容及び配置の変更の範

囲｣が同じ通常の労働者 
② ｢職務の内容｣が同じ通常の労働者 
③ ｢業務の内容｣又は｢責任の程度｣が同じ通常の労働者 
④ ｢職務の内容及び配置の変更の範囲｣が同じ通常の労

働者 
⑤ ①～④に相当する短時間・有期雇用労働者 
⑥ 派遣労働者と同一の職務に従事させるために新たに

通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合における
当該労働者（仮想の通常の労働者） 
 

※職務の内容＝業務の内容＋責任の程度 

④ 

【参考条文】法第 26 条第 7 項第 9 項 



 

★ ★ 

④ 

【参考条文】法第 26 条第 7 項、第 9 項 



 

 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

☆ 

★ 

☆ ★ 

★ 

⑤ 

【参考条文】法第 26 条第 1 項、規則第 21 条第 3 項、規則第 22 条 



 

  

★ 

★ 

☆ 

★ 

派遣事業の許可を受けている旨を許可番号
により明示 

⑤ 

【参考条文】法第 26 条、規則第 21 条第 4 項、規則第 22 条 



 

⑥ 

【参考条文】法第 34 条 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

☆ 

★ 

☆ 

★ 

★ 

｢事業所単位の期間制限｣と 
｢個人単位の期間制限｣が必要。 
期間制限のない労働者派遣に
該当する場合はその旨も必要。 

雇い入れと同時に労働者を派遣す
る場合は、雇用契約書を兼ねて通知
することも可能。 
すでに雇用している労働者を派遣
する場合は、派遣契約ごとに明示が
必要。 

★ 



 

  

☆ 

★ 

★ 

☆ 

☆ 

就業条件明示書以外での
書面等により明示すこと
も可。 

⑥ 

【参考条文】法第 34 条、法第 34 条の 2 



 

 

★ ★ 

★ 

★ 

★ 

⑦ 

【参考条文】法第 31 条の 2、規則 25 条の 20 

★ 



 

 

⑧ 

【参考条文】法第 31 条の 2、法第 32 条、規則 25 条

の 16 

許可番号等により、派遣労働
者として雇用することを明示
することが必要。 



 

  

⑧ 

【参考条文】法第 31 条の 2 



 

  

★ 

★ 

★ 

☆ 

⑧ 

【参考条文】法第 31 条の 2 



 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ 

☆ 

45 歳以上の場合：45歳以上であること 
18 歳未満の場合：年齢 

・「無」の場合は具体
的な理由が必要 

・「有」に変更となっ 
た場合にも改め 
て通知が必要 

☆ 

⑨ 

【参考条文】法第 35 条、規則 27 条、規則 27条の２、規則 28 条 



 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

☆ 

★ 

★ 

⑩ 

【参考条文】法第 42 条、規則第 36 条 

⑫「勤務表」参照。 
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★ 
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★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ ☆ 

有期雇用の場合は
労働契約の期間 

★ 

⑪ 

【参考条文】法第 37 条第 1 項、規則第 31 条 



 

 

★ 

★ 

★ 

★ 

☆ 

「無」の場合は、具
体的な理由が必要 

「特定有期雇用派遣労働者等」については、本人希望を聴取し派遣元管理
台帳に記載する必要があります。 
 
～特定有期雇用派遣労働者等とは～ 
① 派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務につい

て、継続して１年以上の期間派遣労働者として就業する見込みがある有期雇用

労働者であって、予定されている派遣期間終了後も引き続き就業することを希

望している者（特定有期雇用派遣労働者） 

② 当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して１年以上である有期雇用派遣

労働者（特定有期雇用派遣労働者を除く。） 

③ 当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して１年以上である、今後派遣労働

者として期間を定めて雇用しようとする労働者（いわゆる｢登録状態｣の者） 

⑪ 

【参考条文】法第 37 条、規則第 31 条 

☆ 



 

★ 

★ 

以下の項目が必要 
・派遣就業した日 
・始業、就業時刻 
・休憩時間 

★ 

★ 

★ 

・派遣元事業主へは、「１か月ごと１回以上、一定の期日を定めて派遣労働者ご 
とに」書面等により通知が必要。 

・派遣元事業主からの請求があった場合は、速やかに書面等により通知が必要。 

⑫ 

【参考条文】法第 42 条、規則第 38 条 



 

 

⑬ 

事業所単位の抵触日の
１か月前までに意見聴
取が必要。 

【参考条文】法第 40 条の 2 第 3項～第 6 項、法第 40 条の 2 第 7 

延長したときは、速や
かに派遣元に通知が必
要。 



 

 

 

 

 

 

 

 

⑭ 

【参考条文】法第 40 条の 9、規則第 33条の 10 第 1 項 


